
長野県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案について 

高校教育課  

１ 改正の理由 

  県立高等学校の学科の改編に伴い、長野県立高等学校管理規則（昭和 31年長野県教育委員

会規則第３号）について所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

  別表第１（第２条関係）の改正 

  学科の廃止に伴う改正（令和２年６月 10日 第 1065回長野県教育委員会定例会決定） 

学 校 名 課 程 学  科 

長野県上田千曲高等学校 全日制 

 

機械科、電子機械科 

 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長野県立高等学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布します。 

  令和５年３月  日 

長野県教育委員会 

長野県教育委員会規則第  号 

   長野県立高等学校管理規則の一部を改正する規則 

 長野県立高等学校管理規則（昭和31年長野県教育委員会規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

                    「 

 

別表第１の長野県上田千曲高等学校の項中 

 

                                  」 

「 

 

              」 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

機械科 

電子機械科 

メカニカル工学科 

を 

 

メカニカル工学科 に改める。 

 



 


